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令和７年度の事業計画概要 

１ 重層的支援体制整備事業受託事業【経費 89,426,000円（89,426,000円増）】ｐ18 

  令和 7年度より文京区で重層的支援体制整備事業が本格実施されるのに伴い、地域づく

り事業の一部を受託する。これに伴い、これまで補助事業として実施してきた「地域福祉

コーディネーターの設置」、「生活支援コーディネーターの設置」、「小地域福祉活動の推進」、

「介護予防日常生活支援総合事業」が、重層的支援体制整備事業受託事業に移行する。 

２ 地域の支え合い体制づくり推進事業【経費 9,660,000円（2,060,000円増）】ｐ7 

  特に、地域の課題解決を推進する「サロンぷらす」活動への運営経費や研修経費の助成

を拡充する。 

３ 子ども食堂等支援事業【経費 3,572,000円（74,000円増）】ｐ8 

  一定の活動年数が経った団体を対象に調理器具の更新費用を助成する仕組みを新設す

る。 

４ 市民後見人養成講座【経費 1,919,000円（1,919,000円増）】ｐ14 

  【新規事業】区民等が地域で後見人として活動することができるように養成講座を行う

とともに、今後の活動体制基盤整備を行う。 

５ 意思決定フォロワーモデル事業【経費 345,000円（345,000円増）】ｐ14 

 【新規事業】権利擁護支援入門講座の受講生を対象に、権利擁護の視点を持ち、意思決

定支援を行う区民である「意思決定フォロワー」の養成及び活動支援を行う。令和 7年

度はモデル事業として行った上で、今後の文京区における意思決定フォロワーの在り方

について検討を行う。 

６ 文京ユアストーリー【経費 2,986,000円（602,000円増）】ｐ5 

  事業をスタートして５年目になり、契約者の高齢化から入院が増えている。夜間・土

日祝日の緊急時の体制整備のため、コールセンターを導入する経費予算を計上する。（厚

生労働省のモデル事業に指定） 

７ 法人運営部門の充実【経費 7,478,000円（7,478,000円増）】ｐ4 

  重層的支援体制整備事業の受託による消費税本則課税への移行をはじめとした経理事

務等の増大に対応し、適切な法人運営を行うため、常勤職員 1名を増員する。 
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1 　実施事業 

（円）

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 組織運営 （1）理事会の開催及び監査の実施 287,000 287,000 0 216,700

理事会及び定期監査、中間監査を実施す
る。

（2）評議員会の開催 189,000 189,000 0 122,650

評議員会を開催する。

（3）評議員選任・解任委員会の開催 27,000 27,000 0 15,000

評議員選任・解任委員会を開催する。

（4）苦情解決第三者委員 26,000 26,000 0 0

2 （1）文京区地域福祉活動計画の推進 137,000 138,000 △ 1,000 4,088,552

（2）調査研究･研修 2,747,000 2,651,000 96,000 1,885,875

文社協の活動に関する調査研究や研修等を
実施する。

（3）情報交換、連絡調整

3 広報活動 （1）文社協だより 11,407,000 11,536,000 △ 129,000 10,322,469

（2）機関誌文社協 425,000 418,000 7,000 403,082

（3）ホームページ・フェイスブックによる情報発信 922,000 922,000 0 789,580

（４）その他広報事業 10,000 10,000 0 10,000

①地域啓発活動

②文京区観光写真コンクール事業への助成
（協賛）

 地域福祉推進拠点区分

（1） 法人運営事業サービス区分

事業区分

事業報告、会員名簿等を掲載した機関誌を
年１回発行し、会員への配布を行い社協事業
等に対する理解促進に努める。

文社協の事業や地域福祉に関する情報を区
民に広く周知するため、情報発信を行う。

文社協が実施する事業に対する利用者から
の苦情について第三者委員により対応する。

調査研究・
連絡調整

地域福祉活動計画の進捗状況の確認及び
評価を行うため、文京区地域福祉活動計画推
進委員会を開催する。

都内各社会福祉協議会及び福祉団体との連
携調整に努める。役員会、事務局長会等を通
じての情報交換･連絡を行う。

文社協の事業等を広く区民に周知し理解を
得るため、隔月発行し、町会等による全戸配布
を行う。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

4 （1）地域公益活動ネットワーク会議 328,000 328,000 0 326,961

5 財源確保 （1）募金箱 3,000 3,000 0 16,505

（2）会員の加入促進 182,000 51,000 131,000 16,057

16,690,000 16,586,000 104,000 18,213,431

285,696,000 295,533,000 △ 9,837,000 252,951,950

302,386,000 312,119,000 △ 9,733,000 271,165,381

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）屋外生活者緊急援護 158,000 164,000 △ 6,000 127,840

（２）みまもり訪問事業 399,000 422,000 △ 23,000 209,154

（３）通所施設合同運動会への支援（協賛） 176,000 176,000 0 176,000

（４）通所施設合同ボウリングの集いの開催（協賛） 66,000 66,000 0 65,142

（5）新規事業開発・調査 213,000 2,233,000 △ 2,020,000 132,000

（6）高齢者見守り事業受託事業 1,188,000 - 1,188,000 -

【文京区からの受託事業】
区設置の見守り相談窓口と連携した支援を行
う。

※令和7年度より小地域福祉活動の推進か
ら一部移行

事業区分

地域公益
活動

区内の各社会福祉法人が地域における公益
的な取り組みを進めていくため、ネットワーク会
議を開催する。また、事務局として公益活動
「夢の本箱」プロジェクトの運営を担い、ホーム
ページ等で情報発信を行う。
 長期休暇中、家庭の食支援を行う地域の団体
等にネットワークから金銭的な支援を行う。

事業区分

地域福祉
事業

屋外生活者へ入院時の日用品、緊急時の交
通費を支給する。支給は、文京区福祉部生活
福祉課を通じて行う。

高齢者の孤立防止及び心身、生活状況等に
異変が生じた際に必要な支援につなげるため
に、社協に登録しているみまもりサポーターが
自宅を月2回程度訪問し安否確認を行う。

心身障害者（児）通所施設の合同レクリエー
ション（運動会）について、参加者に楽しんでも
らうとともに、近隣地域やボランティアが障害者
に対する理解を深めるきっかけとすることを目
的に協賛を行う。

心身障害者（児）施設が施設利用者の社会
参加の一助として、株式会社東京ドームの協力
を得て開催するボウリング大会に協賛する。

文京区商店街連合会等の協力を得て、室内
用募金箱の設置を行い、自主財源の確保に努
める。

民生委員・児童委員の協力を得て、会員の加
入促進に努める。

法人運営事業サービス区分　事業費等合計

法人運営事業サービス区分　人件費・建物維持管理費・事務費等合計

合　　　計

（2） 地域福祉事業サービス区分

子ども・若者支援に関して課題の整理と、支援
者のネットワークづくり促進を行う。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

2 （1）子育てサポーター認定制度 1,523,000 1,430,000 93,000 1,066,517

①ベーシックサポーター認定研修

② スタンダードサポーター認定研修

③居場所サポーター認定研修

（2）地域の子育てサポート連絡会 259,000 90,000 169,000 25,654

（3）ヤングケアラー地域サポート事業(いきいき・レス
パイト分）　※旧名称：子ども・若者支援事業

1,044,000 1,044,000 0 0

（4）ヤングケアラー地域サポート事業(ファミサポ分） 437,000 566,000 △ 129,000 0

【文京区からの受託事業】
ヤングケアラー家庭がファミリー・サポート・セン
ター事業を利用した際の謝礼金を最長２か月
無償化する。

3 （1）小地域福祉活動の推進 - 2,316,000 △ 2,316,000 1,757,292

・地域福祉コーディネーターによる住民と多様
な専門の関係者によるネットワーク形成

・行政や地域の資源と連携して行う地域組織へ
の支援

・多種多様な担い手による居場所づくり

※令和7年度より重層的支援体制整備事業
受託事業地域福祉コーディネーター事業費
と高齢者見守り事業受託事業へ移行

4 （1）文京ユアストーリー 2,986,000 2,384,000 602,000 2,017,308

ヤングケアラーレスパイト事業を実施する団
体へ助成金を交付する。加えて、子どもの精神
面を踏まえたアドバイスを専門家から受けられ
る体制を整備する。また、ヤングケアラー家庭
がいきいきサポート事業を利用した際の謝礼金
を最長２か月無償化する。

小地域福
祉活動

全地区に配置した地域福祉コーディネーター
が、地域での支えあい力を高めるため、町会・
自治会等を単位とする小地域で、地域で起き
ている問題を地域の人々と一緒に考え、解決
に向けた取り組みを進める。

地域連携
プロジェク
ト事業 身近に頼れる人のいない高齢者等が、人生

の最期まで安心して住み慣れた地域で自分ら
しく暮らすため、社会参画支援・定期連絡・訪
問を行うとともに、判断能力等の衰えが見られ
る場合には後見制度や介護サービスの案内、
葬儀や家財処分の準備等を、本人の意向に
沿って支援する。

事業区分

子ども・子
育て安心
サポート事
業

子育て支援の担い手を育成するため、区や
専門機関と連携して、子育て支援の研修を行
い子育てサポーターとして認定する。

子育てに関連する、団体・専門職・行政職員
等をメンバーにして、子育て支援の担い手の充
実とネットワークづくりを図るため円卓会議等を
実施する。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

4 （2）地域力強化推進事業 16,648,000 17,246,000 △ 598,000 16,715,000

25,097,000 28,137,000 △ 3,040,000 22,291,907

（3）助成事業サービス区分

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）民生委員・児童委員協議会への助成 1,073,000 1,073,000 0 884,000

（2）話し合い員連絡協議会への助成 200,000 200,000 0 182,470

（3）更生保護女性会の研修会への助成 100,000 100,000 0 0

（4）社会を明るくする運動への助成 220,000 220,000 0 220,000

　① 街頭での啓発活動

　② 文京区社会を明るくする大会

2 （1）青少年健全育成会への助成 882,000 882,000 0 814,000

3 （1）高齢者クラブ友愛訪問活動事業への助成 681,000 681,000 0 510,000

（2）高齢者クラブ緑に親しむ集い事業への助成 1,125,000 1,125,000 0 762,500

（3）高齢者クラブ地区芸能大会への助成 320,000 320,000 0 302,871

事業区分

地域福祉
活動への
支援 　地域福祉活動推進のため、民生委員・児童

委員協議会に対して、活動経費の一部を助成
する。

　高齢者及び障害者福祉の向上のため、要支
援高齢者や障害者宅を訪問し話し相手になる
話し合い員連絡協議会に対して、研修会経費
の一部を助成する。

　 更生保護女性会に対して、研修会経費の一
部を助成する。

事業区分

地域連携
プロジェク
ト事業 　地域の自主的な助け合い、支え合い活動の

中心となり、多世代の人々が自由に交流できる
「多機能な居場所（つどい～の）」の構築に対し
て、その開設・運営費等を補助する。

地域福祉事業サービス区分　事業費等合計

　 高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活を
豊かで生きがいのあるものにすることを目的とし
た緑に親しむ集い事業経費の一部を助成す
る。

　高齢者クラブに対して、高齢者の日常生活
を、豊かで生きがいのあるものにすることを目的
とした芸能大会経費の一部を助成する。

　文京区保護司会に対して、社会を明るくする
運動事業の一部を助成する。

児童福祉
活動への
支援 　青少年健全育成会9地区に対して、青少年健

全育成事業経費の一部を助成する。

高齢者福
祉活動へ
の支援 　高齢者クラブに対して、友愛訪問活動事業

（ひとり暮らしなどで孤独になりがちの高齢者を
訪問）経費の一部を助成する。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

3 （4）高齢者クラブ寿作品展示会への助成 28,000 28,000 0 8,000

（5）高齢者クラブ連合会への助成 130,000 130,000 0 130,000

4 （1）文肢協音楽の集いへの助成 50,000 50,000 0 0

（2）心身障害者施設行事への助成 75,000 75,000 0 45,000

　心身障害者施設主催の行事経費の一部を助
成する。

（3）通所施設指導員研修への助成 74,000 74,000 0 0

（4）文京区精神障害者地域家族会への支援 70,000 70,000 0 70,000

（5）文京区心のふれあいをすすめる会への支援 1,545,000 1,545,000 0 1,010,226

（6）宿泊訓練事業への支援 250,000 250,000 0 150,000

(7）オープン夕食会への支援 60,000 60,000 0 0

5 （1）地域の支え合い体制づくり推進事業 9,660,000 7,600,000 2,060,000 6,409,378

事業区分

　心身障害者（児）通所施設指導員が行う自主
的な研修会経費の一部を助成する。

　文京区精神障害者地域家族会に対して、精
神障害者の福祉向上を目的とした活動経費の
一部を助成する。

　文京区心のふれあいをすすめる会に対して、
事業経費の一部を助成する。

高齢者福
祉活動へ
の支援 　高齢者クラブに対して、自主的に地域で開催

する寿作品展示会経費の一部を助成する。

　高齢者クラブ連合会に対して、広報紙発行や
研修等経費の一部を助成する。

障害者福
祉活動へ
の支援 　文京区肢体障害者福祉協会に対して、障害

者の社会参加を促進することを目的とした事業
経費の一部を助成する。

③貸付等の相談を受けた生活困窮者を中心
に、地域のつながりをつくるため、食の提供を
通して社会参加の場をつくる活動の運営経費
の一部を助成する。

④子ども・若者向けに学習支援及び居場所の
提供等を実施する団体に対し経費の一部を助
成する。

　精神障害者の社会参加を推進する一助とし
て、宿泊訓練経費の一部を助成する。

　地域活動支援センターエナジーハウスに対し
て、精神障害者への理解を深めることを目的と
したオープン夕食会経費の一部を助成する。

地域の居
場所づく
り・支え合
い事業へ
の助成

①高齢者や障害者、子育て中の親子等の閉じ
こもりを防ぎ、地域の中で安心して住み続けら
れるよう、地域の方々による「楽しく、気軽に、
無理なく」行う、仲間づくり、生きがいづくりの場
としてのふれあいいきいきサロン活動の運営経
費の一部を助成する。

②地域の課題解決を推進する「サロンぷらす」
活動の運営経費や研修経費の一部を助成す
る。
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実  施  事  業  の  内  容 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

6 （１）子ども食堂等支援事業 3,572,000 3,498,000 74,000 1,717,000

20,115,000 17,981,000 2,134,000 13,215,445

1,171,000 1,058,000 113,000 926,651

21,286,000 19,039,000 2,247,000 14,142,096

実  施  事  業  の  内  容 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）福祉車両の貸出し 600,000 983,000 △ 383,000 361,293

　① つつじ号：車いすリフト式普通車

　② さつき号：車いすスロープ式普通車

（2）車いすの貸出し 146,000 192,000 △ 46,000 214,630

2 （1）いきいきサポート事業 6,112,000 8,258,000 △ 2,146,000 5,053,766

　①家事サポート等

　家事等のサポートを受けたい方（利用会員）
と、サポートを行う方（協力会員）を登録し、地
域におけるお互いさまの関係づくりを進める。

　② 活動説明会

　協力会員の登録を検討している人に事業説
明を行う。

　③ 在宅福祉活動研修

　④交流会

6,858,000 9,433,000 △ 2,575,000 5,629,689

事業区分

子ども食
堂への支
援    家庭の事情による孤食などの状況にある子

どもたちに対する、食事提供の支援を含めた居
場所づくりとしての「子ども食堂」等の地域活動
経費の一部を助成する。

助成事業サービス区分　助成金額合計

　歩行困難者や学校等での福祉学習時に車い
すの貸出しを行う。

在宅福祉
の普及・啓
発活動

　協力会員を対象として、活動に必要な知識と
技術を習得するための研修を実施する。

　協力会員の情報交換と相互交流を図ることを
目的として交流会を開催する。

在宅福祉事業サービス区分　事業費等合計

助成事業サービス区分　事業費等合計

合　　　計

（4） 在宅福祉事業サービス区分

事業区分

在宅福祉
の支援

　高齢者や障害者の社会参加促進のため、福
祉車両2台の貸出しを行う。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）ボランティア活動基盤づくり 2,572,000 812,000 1,760,000 1,432,698

（2）文京ボランティアセンター運営

　センターの円滑な運営を行う。

（3）ボランティア・市民活動の把握

（4）活動団体のＰＲ支援

（5）啓発活動

（6）ボランティア活動に関する相談と紹介

（7）ボランティア・ＮＰＯ活動費の助成 503,000 483,000 20,000 205,000

（8）ボランティア養成講座 11,236,000 11,323,000 △ 87,000 10,399,710

　① 朗読・音訳講習会　　

　② 点訳・触図講習会

　③ 手話講習会

（9）傾聴ボランティア講習会 202,000 202,000 0 199,800

（10）夏のボランティア体験教室 117,000 117,000 0 64,450

　ボランティア団体、ＮＰＯ、市民活動団体の活
動内容について、社協ホームページ等に掲載
して団体のＰＲ活動を支援する。

（5） ボランティア活動推進事業サービス区分

　ボランティア活動の意義や活動の現状、動向
等について、活動に携ったことのない人や企業
人への啓発に努める。また、ボランティア、ＮＰ
Ｏ、市民活動団体の活動内容について、ホー
ムページ等により区民へ周知する。

　ボランティア活動希望者やボランティア紹介
希望者（ニード）からの相談への対応、紹介を
行う。

　ボランティア・NPO団体、地域活動団体等が、
協働・連携して行う事業の一部に助成を行う。

　視覚・聴覚障害に対するボランティア活動を
推進するため、下記の講習会を開催する。

　ボランティア活動の基礎的な技能である「傾
聴」スキルを学び、その後のボランティア活動に
活かすため、傾聴ボランティア講習会を開催す
る。

ボランティア活動人口の裾野を広げることを目
的とし、夏季期間を中心にボランティア活動を
体験し、興味・関心の幅を広げる機会として体
験教室を開催する。

事業区分

ボランティ
ア活動の
推進 　ボランティア活動が円滑に行えるよう、ボラン

ティア保険に関する案内や資機材の整備を行
う。（図書、備品･修繕、活動機材等）

　活動希望者のニーズを把握するために、ボラ
ンティア、ＮＰＯ、市民活動団体を対象に活動
調査を随時実施する。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （11）情報紙 「ぼらんてぃあニュース」の発行 944,000 1,116,000 △ 172,000 972,200

（12）災害ボランティア体制の整備 1,333,000 1,285,000 48,000 999,809

（13）福祉学習の推進 416,000 523,000 △ 107,000 275,358

（14）学生活動支援ネットワーク 123,000 121,000 2,000 0

（15）城北ブロックボランティアセンター共催事業等 100,000 20,000 80,000 0

2 （1）ＮＰＯ事務費 959,000 929,000 30,000 519,609

　ＮＰＯ法人等幅広い団体活動を支援するため
の事務経費

（2）ＮＰＯ活動基盤整備 6,415,000 5,525,000 890,000 5,188,873

（3）ＮＰＯ専門・定期相談 6,540,000 6,540,000 0 5,875,240

　区内で活動する学生ボランティア団体等と情
報交換や交流を図り、学生ボランティア団体等
各団体の組織力強化、ネットワーク化を図るた
め、学生支援担当者の連絡会や、学生ソー
シャルアクション連絡会を行う。

　城北ブロック（文京、台東、北、荒川区）で共
催し、ボランティア受入れ講座や協定に基づく
災害講座を実施する。
※令和7年度は文京が幹事区

地域連携
推進

　ＮＰＯ法人等幅広い団体活動を支援するた
め、A1ポスタープリンターや高速インクジェット
プリンター等の貸出を行う。

事業区分

ボランティ
ア活動の
推進 　ボランティア、ＮＰＯ、市民活動に関する情報

紙を季刊発行し、ボランティア活動の活性化を
図る。

　大規模災害に備え、災害ボランティア受入体
制整備のため、「災害ボランティアセンター」の
DXを目指すとともに、「災害ボランティアセン
ター」の設置・運営訓練を行う。

　学校や地域、関係機関等と連携し、ボラン
ティアの体験学習や地域・当事者団体との交
流等を通じて、福祉学習を推進する。

NPO等団体運営に関わる様々な課題に対する
相談支援を行う。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

2 （4）新たな担い手発掘・育成 813,000 811,000 2,000 437,200

　① フミコムcafe

　② 活動入門講座

（5）団体運営支援 534,000 532,000 2,000 210,400

　持続可能な活動とするために様々な活動財
源で安定した運営基盤をつくるための講座や、
広報力強化の講座など、団体運営において課
題となることに関する講座を行う。

（6）地域連携支援 33,000 33,000 0 0

（７）活動見本市 267,000 265,000 2,000 0

　地域連携ステーションの事業に関する年度ごと
の集大成として地域課題やそれに対する様々な
取り組みを広く知ってもらうイベントを実施する。

（8）提案公募型協働事業（Ｂチャレ） 4,039,000 4,039,000 0 3,304,000

（9）情報発信 787,000 747,000 40,000 686,400

　① 文京区地域活動情報サイト 「どっとフミコム」

　団体の活動のＰＲを促進するとともに、サイト
の運用管理を行う。

　② メールマガジン・LINE

　メルマガの発行やLINEでの発信をとおしてフ
ミコムの活動や活動団体の周知を行う。

37,933,000 35,423,000 2,510,000 30,770,747

　活動するためのはじめの一歩を踏み出すた
めの自己理解・活動理解の講座を行う。
　また、プレゼン力やファシリテーションなどのス
キルを身につけ地域で活躍するための準備を
応援する講座を行う。

　区内企業が社会貢献活動推進を図るための
ネットワーク会議等を実施する。

事業区分

地域連携
推進

　地域課題の解決や地域の活性化に向けて
チャレンジする協働事業を公募し、助成を行
う。

ボランティア活動推進事業サービス区分　事業費等合計

　テーマに関心のある人が集まり、参加者が社
協や地域連携ステーション、地域活動団体とつ
ながるキッカケのために開催する。
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実  施  事  業  の  内  容 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）地域福祉権利擁護事業 3,845,000 2,916,000 929,000 2,654,581

（2）財産保全管理サービス 464,000 417,000 47,000 331,309

4,309,000 3,333,000 976,000 2,985,890

37,782,000 38,365,000 △ 583,000 29,246,081

42,091,000 41,698,000 393,000 32,231,971

（7）福祉サービス総合支援事業サービス区分

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）法律相談の実施 240,000 240,000 0 240,000

（2）福祉サービスに対する苦情申し立てへの支援 84,000 84,000 0 0

（3）苦情解決委員会

324,000 324,000 0 240,000

（6） 福祉サービス利用支援事業サービス区分

事業区分

権利擁護
センター
事業 　判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障

害者、精神障害者等が地域で安心して生活を
続けることができるよう、福祉サービス利用援助
や日常的金銭管理、重要書類預かりサービス
の事業を実施する。

　在宅で生活をしている概ね60歳以上の高齢
者及び身体障害者等で財産の保全管理が困
難でかつ判断能力を有する方を対象に、財産
保全管理サービスを実施する。

　福祉サービス利用者から事業者に対する苦
情等を受付け、サービス提供事業者等ととも
に、その解決を図ることにより、より良い福祉
サービスが受けられるよう支援する。

　公正かつ中立的な立場で、福祉サービスに
関する苦情等を迅速に解決するため、法曹、
医療関係者、学識経験者、民生委員・児童委
員、消費生活相談員で構成する苦情解決委員
会を設置、運営する。

福祉サービス総合支援事業サービス区分　事業費等合計

福祉サービス利用支援事業サービス区分　事業費等合計

福祉サービス利用支援事業サービス区分　人件費等合計

合　　　計

事業区分

福祉サー
ビス総合
支援事業 　福祉サービスに関するトラブルや高齢者、障

害者の日常生活上の法律に関する事項に対し
て、弁護士による専門相談を毎月実施する。

12



（8）成年後見事業サービス区分

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）成年後見制度の利用支援 938,000 847,000 91,000 722,970

　① 成年後見人サポート事業

　② 成年後見人講座

　主に親族後見人向けに、講座を行うことで支
援する。

　③ 成年後見学習会

（2）成年後見制度相談会の実施 360,000 360,000 0 320,000

（3）成年後見制度費用助成事業 184,000 184,000 0 0

2 （1）法人後見業務の実施 1,572,000 1,714,000 △ 142,000 682,660

事業区分

成年後見
制度利用
支援事業 　成年後見制度や任意後見制度の利用相談

に対応する。

　既に後見人になっている方、あるいはこれか
らなる方に対し、制度利用の相談問い合わせ
に対応する外、情報交換や司法書士などの専
門家から助言を受けるため、成年後見人講座
等を開催する。

　成年後見制度、権利擁護に対する知識、関
心を深めることを目的に広く区民を対象とした
学習会を開催する。

　成年後見制度や財産管理に関する事項に対
して、弁護士や司法書士による専門相談を毎
月2回実施する。

　成年後見制度の利用に要する費用を負担す
ることが困難な方に審判申立費用の助成を行
う。

法人後見
事業

　後見人等の候補者がいない方を対象に、文
社協が成年後見人等となり、法人後見業務を
行う。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

3 （1）緊急事務管理 1,513,000 1,375,000 138,000 115,000

（2）文京区障害者自立支援協議会
　  権利擁護専門部会事務局

207,000 188,000 19,000 150,816

（3）中核機関 4,855,000 4,499,000 356,000 2,074,111

（４）市民後見人養成講座【新規】 1,919,000 - 1,919,000 -

【文京区からの受託事業】
区民等が地域で後見人として活動することがで
きるように養成講座を行うとともに、今後の活動
体制基盤整備を行う。

4 （１）権利擁護入門講座
　※旧名称：権利擁護の担い手講座

712,000 277,000 435,000 -

広く権利擁護の視点をもった区民の方を増や
すとともに、市民後見人の担い手の掘り起こし
を行う講座を開催する。

（2）意思決定フォロワーモデル事業【新規】 345,000 - 345,000 -

権利擁護支援入門講座の受講生を対象に、権
利擁護の視点を持ち、意思決定支援を行う区
民である「意思決定フォロワー」の養成及び活
動支援を行う。令和7年度はモデル事業として
行った上で、今後の文京区における意思決定
フォロワーの在り方について検討を行う。

12,605,000 9,444,000 3,161,000 4,065,557

事業区分

受託事業

【文京区からの受託事業】
　判断能力が不十分で金銭管理等が困難とな
り、かつ、親族等による支援が見込めない高齢
者等について、区が必要と認めた場合の保管
等の事務管理を行う。

【文京区からの受託事業】
　障害者の権利を守る仕組みについて検討す
る、文京区障害者地域自立支援協議会専門部
会の権利擁護専門部会の事務局を担う。

【文京区からの受託事業】
　権利擁護支援が必要な人を地域において発
見し、必要な支援へ結びつける地域連携ネット
ワークの機能を強化させるとともに、成年被後
見人等の尊厳が重んぜられ、意思決定支援が
適切に行われ、財産管理、身上保護が適切に
行われることを目的とする中核機関を設置し、
その事務局を担う。

担い手育
成

成年後見事業サービス区分　事業費等合計
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）生活福祉資金貸付事業 2,338,000 2,338,000 0 2,217,772

2 （2）生活福祉資金貸付事業(特例貸付) 0 0 0 395,000

2,338,000 2,338,000 0 2,612,772

6,100,000 6,100,000 0 4,812,785

8,438,000 8,438,000 0 7,425,557

事 業 区 分 実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）ひとり親貸付事業 10,000 10,000 0 5,000

10,000 10,000 0 5,000

事 業 区 分 実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）受験生チャレンジ支援貸付事業 734,000 111,000 623,000 101,204

734,000 111,000 623,000 101,204

5,575,000 5,198,000 377,000 3,874,182

6,309,000 5,309,000 1,000,000 3,975,386

生活福祉
資金貸付
事業
(特例貸
付)

【東京都社会福祉協議会からの受託事業】
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸
付の対象世帯を低所得世帯に向けた、緊急小
口資金および総合支援資金の特例貸付の償
還についての相談支援を行う。
※令和2年3月25日開始事業
※申請受付は令和4年9月30日まで

（9） 生活福祉資金貸付事業サービス区分

事業区分

生活福祉
資金貸付
事業 【東京都社会福祉協議会からの受託事業】

　区内の低所得世帯や障害者、介護を要する
高齢者のいる世帯（所得制限有）の経済的自
立と、生活の安定を図ることを目的として、相
談・資金貸付を実施する。（緊急小口資金、総
合支援資金、臨時特例つなぎ資金、不動産担
保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保
型生活資金、生活復興支援資金を含む）

生活福祉資金貸付事業サービス区分　事業費等合計

生活福祉資金貸付事業サービス区分　人件費等合計

合　　　計

（10）ひとり親貸付事業サービス区分

ひとり親貸
付事業

【東京都社会福祉協議会からの受託事業】
　区内在住の母子家庭及び父子家庭高等職
業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学
し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家
庭の親に対して、修学を容易にすることにより、
資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目
的として、相談・資金貸付を実施する。

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分　人件費等合計

合　　　計

ひとり親貸付事業サービス区分　事業費等合計

（11） 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分

受験生
チャレンジ
支援貸付
事務受託
事業

【文京区からの受託事業】
　学習塾の費用や、高校や大学等の受験料の
貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の
子どもたち（高校３年生・中学３年生）を支援す
る。

受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービス区分　事業費等合計
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）ファミリー・サポート・センター事業 5,138,000 4,637,000 501,000 3,788,635

　① ステップアップ研修

　② 講演会

　③ 交流会（提供会員の交流及び情報交換）

5,138,000 4,637,000 501,000 3,788,635

25,909,000 24,376,000 1,533,000 18,601,874

31,047,000 29,013,000 2,034,000 22,390,509

（12）ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分

事業区分

ファミリー
サポートセ
ンター事
業受託事
業

【文京区からの受託事業】
　子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と、
子育ての援助を行いたい方（提供会員）の登録
を受け付け、地域における子育ての相互援助
活動として支援する。

ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分　事業費等合計

ファミリーサポートセンター事業受託事業サービス区分　人件費等合計

合　　　計
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）介護予防日常生活支援総合事業費 - 12,272,000 △ 12,272,000 11,358,000

　 　　事業内容

　① 生活支援コーディネーター会議への参加

　② 通いの場運営費補助事業「かよい～の」

　③　「かよい～の」助成団体効果測定アンケート

　④ 地域資源マップ利活用

　⑤ LINEプラットフォーム構築

※令和7年度より重層的支援体制整備事業
受託事業へ移行

介護予防日常生活支援総合事業サービス区分　事業費等合計 - 12,272,000 △ 12,272,000 10,724,576

介護予防日常生活支援総合事業サービス区分　人件費等合計 - 30,088,000 △ 30,088,000 22,742,045

- 42,360,000 △ 42,360,000 33,466,621

　「かよい～の」募集・広報の検討や地域全体
への支援方向性の確認、活動状況の共有、資
源マップの利用拡大の検討等を進める。

　参加者同士の助け合い・支え合い活動の一
環として、体操等の介護予防の取り組みを週1
回以上行っている団体を対象にその運営費を
補助する。

　参加者の傾向や、活動への期待、参加した
成果などを分析し、事業運営に活用する。

　地域資源の情報を効率的に記録・蓄積し、多
機関と効率的に情報共有することを目的に、地
域資源情報の一元化を目的としたサイトを法人
ホームページ上で運営する。

　新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、対
面での活動に参加ができないもしくは活動が減
少している高齢者を対象に、介護予防関連の
情報を定期的に届けるオンラインの仕組みを
運営する。　また、オンライン上でのサークル運
営や、対面で専門職とつながる機会の創出を
行う。

合　　　計

（13）介護予防日常生活支援総合事業サービス区分

事業区分

介護予防
日常生活
支援総合
事業

高齢者が、要介護状態等となることを予防する
とともに、要介護状態等となった場合において
も、可能な限り、地域において繋がりや生きが
い、さらには役割を持って自立した日常生活を
営むことを支援するため、生活支援コーディ
ネーターを配置し、地域の多様な主体による多
様な生活支援等サービスの体制整備を推進す
る。
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実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）地域福祉コーディネーター事業 5,742,000 - 5,742,000 -

【文京区からの受託事業】
全地区に配置した地域福祉コーディネーター
が、地域での支えあい力を高めるため、町会・
自治会等を単位とする小地域で、地域で起き
ている問題を地域の人々と一緒に考え、解決
に向けた取り組みを進める。

①地域福祉コーディネーターによる住民と多様
な専門の関係者によるネットワーク形成
②行政や地域の資源と連携して行う地域組織
への支援
③多種多様な担い手による居場所づくり
④新たなニーズに沿った事業化

※令和7年度より小地域福祉活動の推進か
ら一部移行

（2）生活支援コーディネーター事業 3,833,000 - 3,833,000 -

【文京区からの受託事業】
　高齢者が、要介護状態等となることを予防す
るとともに、要介護状態等となった場合におい
ても、可能な限り、地域において繋がりや生き
がい、さらには役割を持って自立した日常生活
を営むことを支援するため、生活支援コーディ
ネーターを配置し、地域の多様な主体による多
様な生活支援等サービスの体制整備を推進す
る。

① 生活支援コーディネーター会議への参加
　「かよい～の」募集・広報の検討や活動状況
の共有、地域全体への支援方向性の確認や検
討等を行う。
②「かよい～の」助成団体効果測定アンケート
　参加者の傾向や、活動への期待、参加した
成果などを分析し、事業運営に活用する。
③「かよい～の」代表者への交流の機会の創出
④ LINEプラットフォーム「加寿多ねっと」運営
　感染症の影響や身体機能の低下等により、
外出が困難な高齢者へ介護予防関連の情報
を定期的に届けるオンラインの仕組みを運営
する。　また、オンライン上でのサークル運営
や、対面で専門職とつながる機会の創出を行
う。

※令和7年度より介護予防日常生活支援総
合事業費から移行

（3）住民主体の通いの場助成事業 11,181,000 - 11,181,000 -

　【文京区からの受託事業】
参加者同士の助け合い・支え合い活動の一環
として、体操等の介護予防に資する活動を週1
回以上行っている団体を対象にその運営費を
補助する。

※令和7年度より介護予防日常生活支援総
合事業費から移行

重層的支援体制整備事業受託事業サービス区分　事業費等合計 20,756,000 - 20,756,000 -

重層的支援体制整備事業受託事業サービス区分　人件費等合計 68,670,000 - 68,670,000 -

89,426,000 - 89,426,000 -

（14）重層的支援体制整備事業受託事業サービス区分

事業区分

重層的支
援体制整
備事業

合　　　計
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（15） 応急小口資金貸付事業サービス区分

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）応急小口資金 66,000 63,000 3,000 14,980

応急小口資金貸付事業サービス区分　事業費等合計 66,000 63,000 3,000 14,980

（16） 歳末たすけあい運動事業サービス区分

実  施  事  業  の  概　要 7年度予算 6年度予算 増減 参考（5年度決算額）

1 （1）歳末・地域福祉たすけあい運動 1,000,000 1,026,000 △ 26,000 939,863

歳末たすけあい事業サービス区分　事業費等合計 1,000,000 1,026,000 △ 26,000 939,863

事業区分

歳末・地域
福祉たす
けあい運
動

　町会・自治会、民生委員・児童委員協議会、
文京区等の協力を得て募金活動を行う。この
募金を原資として翌年度の地域福祉推進のた
めに活用する。

事業区分

応急小口
資金貸付
事業

　応急的な小口資金の貸付は、東京都社会福
祉協議会の制度の緊急小口資金貸付金に移
行したため、現在は、旧制度による貸付の償還
に伴う事務を実施する。
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